
風水害[２－６－１０]  火災・事故[２－６－１０]  震災[２－８－１０] 

災害時の福祉避難所の運営に関する協定書 

 

宇部市 （以下 「甲」 という。） 及び «法人正式名称»  （以下 「乙」 という。） は、 次のとおり協 

定を締結する。 

（趣旨） 

第1条  この協定は、宇部市地域防災計画及び山口県健康福祉部厚政課策定の災害救助マニュア 

ル （以下 「災害救助マニュアル」 という。 ） に基づき乙が運営する «施設名_正式名称»  （以下 

「対象施設」 という。） を福祉避難所として運営することに関し、 必要な事項を定めるものとす  

る。 

2  この協定において、 福祉避難所とは、 災害救助マニュアルに基づき、 高齢者、 障害者その他 

の避難所での生活に支障をきたすため、 避難所生活に何らかの特別な配慮を必要とする者及び 

その介護者等 （家族を含む。） を受け入れる避難所とする。 

（要請） 

第2条  甲は、 災害が発生し、 又は発生しようとしている場合において福祉避難所を開設する必要 

があると認めたときは、乙に対して福祉避難所の開設を要請するものとする。 

（福祉避難所の開設） 

第3条  乙は、 前条の要請を受けたときは、対象施設の職員の参集状況及び対象施設の被災状況 

に応じて、福祉避難所を開設するものとする。 

（福祉避難所の運営） 

第4条  乙は、 対象施設の職員により、避難者の介護及び生活に必要な援助を行うものとする。 

2  甲は、 乙に対し、 前項の援助に要する食料品及び生活物資等を供給するものとする。 

（経費の負担） 

第5条  福祉避難所の開設に伴う福祉避難所の管理運営に要する経費は、 甲の負担とする。 

2  前項の経費の額は、 災害救助マニュアルを基準とし、 甲乙協議の上決定する。 

（協議） 

第6条  この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について疑義が生じたときは、 甲乙協議 

の上決定するものとする。 

 

甲及び乙は、上記協定締結の証として本協定書を2 通作成し、それぞれ代表者が記名押印の上、 

各1 通を保有する。 

 

   年   月   日 

 

甲   宇 部 市 

宇部市長                                 印 

 

乙   所 在 地   «法人所在地» 

団 体 名   «法人正式名称»                          印 

代 表 者   «法人代表者職名»  «法人代表者氏名» 

 

 



災害時の福祉避難所の運営に関する協定書についての解釈基準 

条 項 解 釈 の 基 準 

第 2 条 

(要請) 

「発生しようとしている場合」 とは、 事前に災害が予想される場合、 高齢

者・障害者の行動能力を考慮し、 福祉避難所への事前受入れが望ましいと

想定される場合を意味する。 

第 4 条 

(避難所の運営) 

生活に必要な援助を行う際は、事前に甲と協議する。 

 

第 5 条 

(経費の負担) 

援助に伴う経費は災害救助マニュアルの一般基準に従う。 

第 6 条 

(協議) 

疑義の協議事項及び解釈については文書により残すものとする。 

 

 

協定締結先 

法人名 施設名 施設所在地 施設の種類 

社会福祉法人 アスワン山荘 アスワン山荘 大字木田40-221 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人 博愛会 宇部あかり園 大字西岐波229-105 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人 神原苑 神原苑 神原町二丁目1-22 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人 扶老会 楠園 大字船木833-3 特別養護老人ホーム 

ハイツふなき 大字船木833-21 障害福祉サービス事業

所 

ヴィラふなき 大字船木833-24 障害福祉サービス事業

所 

医療法人 扶老会 扶老会病院 大字船木833 病院 

老健ふなき 大字船木833 介護老人保健施設 

社会福祉法人 愛世会 センチュリー21 大字山中126-1 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人 光栄会 日の山園 大字東岐波223 特別養護老人ホーム 

日の山のぞみ苑 大字東岐波1451-1 障害者支援施設 

あした 大字東岐波746-7 障害者支援施設 

社会福祉法人 むべの里 むべの里 大字東須恵320-1 特別養護老人ホーム 

社会福祉法人 南風荘 セルプ南風 あすとぴあ二丁目2-15 障害者支援施設 

社会福祉法人 高嶺会 高嶺園 大字川上714-11 障害者支援施設 

社会福祉法人 親生会 うべくるみ園 

入所部あゆむ 

大字川上714-13 知的障害者更生施設 

うべくるみ園 

通所部ともに 

大字川上714-13 障害福祉サービス事業

所 

社会福祉法人 

山口県社会福祉事業団 

このみ園 黒石北五丁目3-56 福祉型障害児入所施

設 

医療生活協同組合 健文会 宇部協立病院 五十目山町16-23 病院 

有限会社 片倉温泉くぼた デイサービス小野

湖畔リゾート 

大字小野字松永

10352-8 

デイサービスセンター 

 


